
（別紙）

１．基本指針（案）全般に係る意見

意見の概要
件
数

意見に対する考え方・対応

　全体的に駆除の為の指針案のようですが、ま
ずは駆除よりもいかに被害を防止するのかを考
えて頂きたい。

1

　本指針案においては、捕獲だけでなく、侵入防
止柵の設置等の手段も含め、被害防止施策を総合
的かつ効果的に推進することについて記述してお
ります。

　罠をかけることへの規制緩和や銃の取得の規
制緩和を考えているようですが、近年沢山の銃
に関わる事件、事故が相次いでいるので、銃の
取得を進めるようなまねは国がするべきではな
い。

1
　本指針案は、わなの設置や銃の所持規制を緩和
するものではありません。

　本指針について、関係者が確実に対応するよ
う担保付けを願いたい。

1
　本指針案の趣旨について、関係者に周知を図っ
てまいります。

　国及び都道府県においては、財政基盤の弱い
山村の市町村について財政面での特段の支援を
いただきたくよう要望する。

1

　本指針案において、国及び都道府県は、被害防
止計画に基づき市町村が行う被害防止対策が円滑
に実施されるよう、必要な支援措置を講ずること
について記述しております。

　全体的に評価している。下北半島のニホンザ
ルによる被害の状況を知っていただければと思
う。今後ともご指導・ご鞭撻よろしくお願いす
る。

1
　頂いた御意見を踏まえつつ、鳥獣害防止施策を
推進してまいります。

　被害防止計画と外来生物の防除計画との整合
性や関連性についても記述しておくべきではな
いか。対象が外来生物の場合、外来生物法に基
づく防除計画と併せて対策を行うことが効果
的。

1

　被害防止計画の作成に当たっては、すでに外来
生物防除等に関する計画が作成されている場合、
その関連性等に留意すべきことについて、周知を
図ってまいります。

　法の対象鳥獣に特定外来種のアライグマ、
ヌートリア等を含めて頂きたい。

1

　鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止に係
る特別措置に関する法律（平成19年法律第134
号。以下「法」という。）においては、外来生物
であるアライグマ、ヌートリアも対象となってお
ります。

　国としても、数値目標や実施体制を示し、鳥
獣被害軽減に向けた進行管理を図るべき。

1

　本指針案において、被害防止対策を総合的かつ
効果的に推進する観点から、関係省庁連絡会議の
充実強化を推進すること、鳥獣被害施策の実施状
況等を踏まえつつ、基本指針の見直しの必要性等
を適時適切に検討することについて記述しており
ます。

　基本的な考え方として、「人と鳥獣との適切
な関係を構築する点」「生物の多様性の維持し
ていく点」を明記すべき。

1

　本指針案において、人と鳥獣の適切な関係の構
築について理解を深める取組を推進することや、
被害防止対策を講ずるに当たり、生物多様性の確
保に留意することについて記述しております。

　　　鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本
　　　的な指針（案）についての意見に対する考え方・対応
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意見の概要
件
数

意見に対する考え方・対応

　基本的な考え方について、鳥獣は「山河、地
球の物資循環を担い、私たちの糧である食料を
生み出す土壌形成・改善に寄与している」こと
を追加願いたい。

1

　本指針案において、鳥獣は自然環境を構成する
重要な要素の一つであり、国民の生活環境を保
持・改善する上で欠くことのできない役割を果た
していることについて記述しております。

　営農意欲の低下と耕作地放棄の増加の理由に
鳥獣害を挙げているが、もっとも大きな理由と
して、農業の自由化や生産形態の変化により農
業を取り巻く状況が大きく変化したことを記述
すべき。

1
　鳥獣被害の発生による営農意欲低下等によって
もたらされる悪循環について記述しているため、
原案どおりとさせて頂きます。

　生物の多様性の確保に留意するとあるが、
「留意する」でなく「努める」として頂きた
い。

2
　本指針案においては、被害防止対策を講ずるに
当たっての留意事項としての生物多様性の確保に
ついて記述しております。

　トドは鳥獣保護法の対象外となっており、鳥
獣保護法との整合を図ることを前提としている
本指針による対象鳥獣には馴染まない。トドを
含めるような記述はすべきではない。

1

　法においては、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に
関する法律（平成17年法律第88号。以下「鳥獣保
護法」という。）の対象外となっているトドにつ
いても対象となります。

　北海道でのエゾシカによる被害は甚大。エゾ
シカについて特記すべき。 1

　本指針案においては、エゾシカはニホンジカの
中に含んで記述しているため、原案どおりとさせ
て頂きます。

　指針案の中に被害状況及び野生動物の個体
数、生息状況の調査をすると書かれているが、
この作業を最重要視して頂きたい。

1

　本指針案において、被害防止対策を効果的に実
施するためには、鳥獣による被害状況、鳥獣の生
息状況等を適確に把握することが重要であること
について記述しているところです。

　カワウについては、被害額を明示する等によ
りその現状を明確にする必要。

1

　本指針案において、カワウの生息域が拡大する
とともに、その生息数も増加していることについ
て記述しております。
　なお、被害額等の被害状況については、引き続
き、その把握に努めてまいります。

　鳥獣の生息状況及び生息環境の的確な把握に
ついて、国及び都道府県はモニタリング調査を
実施することを明記すべき。
　被害状況の適確な把握について、農林漁業団
体や猟友会等の関係団体に加え、農家からの聞
き取りや現場確認を推進することを明記すべ
き。

1

　本指針案において、国及び地方公共団体は、生
息環境、生息密度、捕獲数、繁殖率等のデータを
種別、地域別に把握する等、鳥獣の生息数を適確
に把握する取組を推進することを記述しておりま
す。
　また、本指針案に、農林漁業者からの報告に基
づく被害把握を行うことについても記述しており
ます。

　鳥獣の生息状況及び生息環境の把握において
は、生息数自体を正確に把握することは困難で
あるため、生息数や生息状況を反映する適切な
指標を定め、その動向を継続的に把握すると
いった記述が必要。

1

　本指針案において、国及び地方公共団体は、生
息環境、生息密度、捕獲数、繁殖率等のデータを
種別、地域別に把握する等、鳥獣の生息数を適確
に把握する取組を推進することを記述しておりま
す。

２．基本指針（案）の個別事項に係る意見
（１）被害防止施策の実施に関する基本的な事項に係る意見
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　被害状況の適確な把握については、農林漁業
団体や猟友会等の関係団体からの聞き取りに加
え、自然環境や野生動物に詳しいNPO団体・組織
からの聞き取りについても追記頂きたい。

3

　本指針案においては、被害現場の状況を把握し
ている可能性の高い農林漁業者、農林漁業団体、
猟友会を例示しておりますが、必要に応じ、その
他の関係団体からも聞き取り調査を行うこともで
きるものと考えております。

　被害原因の究明については、究明の取組しか
記されていないため、発生の回避、抑制のため
の要因除去等の取組を強化することを明記すべ
き。

3

　本指針案において、人と鳥獣の棲み分けを進
め、食品残さの管理の徹底、放任果樹の除去、鳥
獣のえさ場や隠れ場所となる耕作放棄地の解消
等、鳥獣を引き寄せない取組の推進について記述
しております。

　狩猟は、猟期に駆除以外の目的で趣味として
狩猟をするのだから、対象鳥獣捕獲隊員の狩猟
税軽減は必要がないのではないか。

1

　対象鳥獣捕獲員については、狩猟期間において
も専ら市町村の指示に基づく鳥獣被害防止対策に
専念する必要があり、狩猟行為も制限されること
から、税制面の措置が行われるものであります。

　密猟を行った者は隊員に指名・任命しないこ
ととすべき。また、隊員の中で乱獲・動物虐待
行為を行ったものは速やかに解任すべき。

1

　本指針案において、対象鳥獣捕獲員は対象鳥獣
の捕獲等を適正に行うことができる者であること
としており、当然、鳥獣保護法等の関係法令を遵
守する必要があると考えております。

　本基本指針案においては、銃猟をする者は狩
猟登録が３年未満の者は、狩猟税の減額は受け
られないとされているが、実施対策隊員でも減
額を受けられない者がいるということは、法律
に反するものではないか。

1

　対象鳥獣捕獲員については、十分な知識及び経
験を有する者であることを要件としていることか
ら、最低でも過去３年間連続して狩猟登録を行っ
ていることを条件としているところです。
　また、被害防止対策に専念する必要があり、狩
猟期間中においても狩猟行為が制限されることか
ら、税制面での支援措置を行うこととしたところ
です。

　被害防止計画を策定するに当たっては、被害
対策防止対策協議会を設置して検討することが
必要であることを明記して頂きたい。また、被
害防止対策協議会は、積極的に地域住民の参加
を促すものとして頂きたい。

2
　頂いた御意見を踏まえ、被害防止計画について
は、被害防止対策協議会等の関係者からの意見も
聴取し作成することを明記いたします。

　実施体制の整備について、鳥獣の生息地・生
態についての知見に富む者による助言・指導が
是非とも必要であることについて記述すべき。

1

　本指針案において、被害防止対策に携わる者が
鳥獣の習性、生息環境管理等について専門的な知
識を有していることが重要であることを記述して
おります。

　被害対策実施隊員には、野生鳥獣の生態、自
然環境等に詳しい知識と経験を有する者を含め
ることを条件として頂きたい。

9

　本指針案において、被害防止対策に携わる者が
鳥獣の習性、生息環境管理等について専門的な知
識を有していることが重要であることを記述して
おります。

　対象鳥獣捕獲員について、猟銃による捕獲等
の従事者については、過去３年間に連続して出
猟経験があるものとして頂きたい。
　わなによる捕獲に従事する隊員においても、
最低でも３年以上の実施経験を必要とするべ
き。

4

　本指針案において、対象鳥獣捕獲員は対象鳥獣
の捕獲を適正かつ効果的に行うことができる者と
しているところです。
　なお、箱わな等のわなについては、猟銃を用い
た捕獲方法に比べて、安全で効果的な捕獲方法で
あることから、任命に当たっての条件に差を設け
ているところです。
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　対象鳥獣捕獲員について、対象鳥獣の捕獲等
に積極的に取り組むことが見込まれる者であっ
て市町村長が指示した者であれば、網猟免許又
はわな猟免許の所持者でなくでもいいのではな
いか。

1

　対象鳥獣捕獲員は狩猟免許の所持者であって、
対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組むことが見込
まれる者であるため、必ず狩猟免許を所持してい
る必要があります。

　捕獲に携わっている方は従事する仕事の危険
性や求められる能力や労力に応じて、適正な報
酬が支払われる必要があることを明記すべき。

1
　捕獲に携わる者の具体的な報酬については、各
市町村において適切に判断して頂くことになりま
す。

　鳥獣被害対策実施隊員について、非常勤職員
とした場合、報酬の取り扱いや公務災害が発生
した場合の取り扱い及び服務規程等を定める必
要があるので、これらについての基本的な指針
を示してほしい。

1
　鳥獣被害対策実施隊の隊員の報酬等について
は、各市町村の状況に応じて定められることにな
ると考えております。

　環境省の鳥獣保護管理に関する人材登録制度
を活用し、国は、被害防止対策協議会に参画で
きる人材を紹介・派遣することができることを
明示すべき。

1
　必要に応じ、被害現場に対する、鳥獣被害対策
に関する専門家の紹介等を推進してまいります。

　捕獲の担い手については、鳥獣保護法、文化
財保護法等関連法規についての十分な理解能力
に欠ける者は除くべき。わな設置に際しては、
設置者、連絡先、設置目的を明示すること、毎
日一回は見回ることを条件とするべき。錯誤捕
獲があった場合には、必要に応じて手当などを
行い、速やかに解放すること、やむを得ず殺害
する場合にはみだりに苦しめることの無いよう
な処置をとることとすべき。

1

　本指針案において、捕獲に際しては、鳥獣保護
法、文化財保護法（昭和25年法律第214号）等の
関係法令を遵守すべきことについて記述しており
ます。

　個体数管理と狩猟が混同されているので、国
として、しっかり個体数管理を担う者と狩猟者
を区分した対応をして頂きたい。

1

　現状において個体数管理の担い手は狩猟者であ
り、狩猟者を抜きに被害防止計画を推進すること
は難しいものがあると認識しているところです
が、本指針案において、被害防止対策に携わる者
は鳥獣の習性、被害防止技術、鳥獣の生息環境管
理等について専門的な知識経験を有していること
が重要であると記述しております。

　鳥獣捕獲権限は絶対に国にもっていただきた
い。

1

　鳥獣保護法においては、鳥獣の捕獲許可権限は
原則として都道府県知事となっているところで
す。
　また、本指針案において、捕獲に際しては、鳥
獣保護法等の関係法令を遵守すべきことについて
記述しております。

　天然記念物である下北半島のニホンザルにつ
いては、文化庁長官の許可がなければ捕獲がで
きない。鳥獣保護法との整合性だけでなく、文
化財保護法との整合性も取っていく必要があ
る。

1
　本指針案において、捕獲に際しては、鳥獣保護
法、文化財保護法等の関係法令を遵守すべきこと
について記述しております。

　天然記念物ニホンザルが全国で６地区が指定
されているが、捕獲を実施する場合、下北半島
だけが文化庁長官への現状変更許可申請をしな
ければならないため、整合性を図る必要があ
る。

1
　天然記念物のニホンザルを捕獲する場合、いず
れの地域においても、文化庁長官への現状変更許
可申請が必要となります。
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　鳥獣の捕獲の担い手については、被害対策に
関する適切な知識を持ち、安全で適切な捕獲を
講じれる者を育成することを明記すべき。

1

　本指針案においては、捕獲に際しては、鳥獣保
護法等の関係法令を遵守すべきこと、また、被害
防止対策を効果的に行うためには、被害防止対策
に携わる者が鳥獣の習性等について専門的な知識
経験を有していることが重要であることについて
記述しております。

　猟友会員にも被害防止技術に係る教育を推進
すること、また、捕獲については、第３者機関
等により、効果の検証を行うことを盛り込んで
頂きたい。

1

　本指針案においては、被害防止対策を効果的に
行うためには、被害防止対策に携わる者が鳥獣の
習性等について専門的な知識経験を有しているこ
とが重要であること、また、効果的な被害防止対
策の実施が図られるよう、対策の実施効果を踏ま
え、被害対策の運用を図ることことが重要である
ことについて記述しております。

　わなについては、錯誤捕獲・混獲防止を避け
る方法の記載や、錯誤捕獲の報告義務を明記す
ることが必要。

3
　本指針案において、捕獲に際しては、鳥獣保護
法等の関係法令を遵守すべきことについて記述し
ております。

　被害防止対策に捕獲が不可欠とは必ずしも言
えないため、以下の一文は削除すべき。「農林
水産業等に被害を及ぼす鳥獣について、当該鳥
獣の生態や生息状況等を踏まえつつ、適正な数
の捕獲を行うことは、被害防止のために不可欠
である。」

1

　被害を及ぼす鳥獣の生態や生息状況等を踏まえ
つつ、適正な数の捕獲を行うことは、被害防止の
ために不可欠と考えており、原案どおりとさせて
頂きます。

　カワウについて、追い払い活動を行うこと
は、他地区において被害をもたらすものであ
り、営巣地の拡散が危惧されることとなるの
で、有効とは言えない。

1
　追払い活動を含め、鳥獣による農林水産業等に
係る被害を防止するためには、鳥獣の特性に応じ
た対策が重要と考えております。

　侵入防止柵設置においては、当該地域の生態
系攪乱をもたらすことのないようにするべき。

1

　本指針案において、被害防止対策を講ずるに当
たって、健全な生態系の維持を通じた生物の多様
性の確保に留意すること等について記述しており
ます。

　犬による追い払いを行う場合には、飼い主、
管理者を特定するべき。また、対象外鳥獣の生
息地攪乱・殺傷などをした場合には速やかに放
し飼いは中止し、持ち主、管理者の責任を問う
べき。

1

　追払い犬の具体的な管理方法等については、
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」（平
成14年環境省告示第37号）において別途定められ
ております。

　ニホンザルについては、「追い払い」の他に
「追い上げ」を加えてください。
　犬による追い払い・追い上げについては、狂
犬病予防法や地方自治体の条例等との関係を明
記すべき。犬による追い払いについては有効な
訓練法の開発・普及を進めることを明記すべ
き。

4

　頂いた意見を反映して、「追払い」に加え、
「追上げ」を明記いたします。なお、追払い犬の
具体的な管理方法等については、「家庭動物等の
飼養及び保管に関する基準」（平成14年環境省告
示第37号）において別途定められており、本指針
案についてもその点について記述しております。
　また、追払い犬の有効な訓練方法の開発・普及
については、農林水産省において、取り組んでい
るところです。

　追払い犬について、第３者に噛みついた場合
は飼い主が責任を問われるため、損害に加入す
る必要がある。国の損害保険の推進をお願いす
る。

1

　追払い犬の具体的な管理方法等については、
「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」（平
成14年環境省告示第37号）において、別途定めら
れており、本指針案においてもその点について記
述しております。
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　効果的な侵入防止柵の設置と管理の方法を、
きめこまかくマニュアルとしていく必要があ
る。

3
　農林水産省において、効果的な侵入防止柵の設
置・管理等について記述した被害防止マニュアル
を作成・配布しているところです。

　捕獲個体の利用については、地域個体群の絶
滅のおそれのない狩猟鳥獣であるイノシシ、シ
カに限定することを明記して頂きたい。

3

　本指針案については、都道府県によっては生息
数が著しく減少している鳥獣等については、その
保護が図られるよう十分配慮すること、また、捕
獲に際しては、鳥獣保護法等の関係法令を遵守す
べきことについて記述しております。

　野生動物の生息地と隣接する里山及び里の利
用形態の実態把握とその成果に基づいた奥山と
里の間の緩衝帯の整備を行うことを明示すべ
き。

1

　本指針案において、市町村が作成する被害防止
計画に定める事項のうち、防護柵の設置等の被害
防止施策に関する事項の例示として、緩衝帯の設
置、鳥獣の隠れ場所となる藪の刈り払い等里地里
山の整備及び保全について記述しております。

　捕獲鳥獣の有効活用についてだが、最初は駆
除ありきでも、のちに利用するための駆除に変
わっていく危険性が高いと考える。

1
　被害防止対策を持続的に実施する観点から、捕
獲鳥獣の有効活用を推進することは重要であると
考えています。

　捕獲した鳥獣は、個人が売買して金銭などに
換えることは禁止することを基本指針に入れて
頂きたい。

1
　本指針案において、捕獲に際しては、鳥獣保護
法等の関係法令を遵守すべきことについて記述し
ております。

　ニホンザルの捕獲後の処理については、でき
る限り苦痛を与えない方法により処分し、ま
た、実験動物としては利用しないようにすべ
き。

1
　本指針案において、捕獲に際しては、鳥獣保護
法等の関係法令を遵守すべきことについて記述し
ております。

　被害防止対策を持続的に実施する観点から、
捕獲した鳥獣を活用する取組を持続的に実施す
ることについては、対策がいつまでも成功・完
結せず、捕獲が長期間継続することを前提とし
ているため、削除すべき。

2
　特に繁殖能力の高い鳥獣については、持続的に
捕獲を実施する必要があるため、原案どおりとさ
せて頂きます。

　都道府県において、市町村計画を協議する際
は、必ず農林部門と環境部門との合同協議を行
うものとして頂きたい。

2

　本指針案において、都道府県の農林水産部局と
鳥獣保護部局等が緊密に連携して被害防止対策を
実施することについて記述しており、市町村が作
成する被害防止計画の協議に当たっても、これら
の部局が緊密に連携を図りつつ対応することが望
ましいと考えております。

　人材の育成 については、特に、地形を熟知し
ていることと、鳥獣を捕獲するための強靱な体
力と精神が要求される。「誰が」、「どのよう
に」してその育成に努めるのか、指針において
もう少し具体的に記述頂きたい。

1

　本指針案において、国及び地方公共団体が、研
修の機会の確保、被害防止に係る各種技術指導を
行う者の育成等に必要な措置を講ずること、ま
た、技術指導を行う者については、普及指導員を
はじめとして関係団体職員等の積極的な活用を図
ることを記述しております。

　普及指導員の資格付与において、鳥獣の保護
管理技術の習得・経験を重視した運用を行うこ
とを明記すべき。

1

　平成18年度から、普及指導員資格試験におい
て、鳥獣害対策の分野を試験選択項目の対象範囲
に追加するなど、普及指導員の鳥獣害対策に係る
資質向上を図っているところです。
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　市町村計画を広域的に策定するにあたり、都
道府県レベルでの特定計画がない場合には、速
やかに特定計画が策定されるようにして頂きた
い。

2
　本指針案において、都道府県において、特定鳥
獣保護管理計画の作成等に努めることについて記
述しております。

　特定鳥獣保護管理計画を作成している都道府
県内の市町村においては、鳥獣被害防止特措法
に基づく被害防止計画を作成しなければならな
いのか。

1

　被害防止計画は、当該都道府県における特定鳥
獣保護管理計画の有無とは関係なく、市町村の判
断により作成されるものです。
 従って、特定鳥獣保護管理計画を作成している
都道府県内の市町村であっても、被害防止計画を
作成しないことは当然可能です。

　都道府県計画と市町村計画に齟齬がある場合
は、都道府県と市町村が客観的な情報に基づい
てきちんと協議をして、それぞれの計画を適切
に修正していくことが必要。

1

　本指針案において、市町村が被害防止計画を作
成するにあたって、特定鳥獣保護管理計画と整合
性を図る必要があることに加え、市町村被害防止
計画を作成した場合にあっては、その作成状況等
を踏まえて、必要に応じて都道府県が特定鳥獣保
護管理計画の作成や変更に努めることについて記
述しております。

　都道府県が、対象鳥獣の減少のおそれの有
無、広域的保護の必要性、その他保護を図る上
での支障の有無といった鳥獣保護の観点から、
特定鳥獣保護管理計画を充実させるよう努める
べきことを配慮すべき。

1

　本指針案において、都道府県においては、当該
都道府県の区域内における被害防止計画の作成状
況等を踏まえ、必要に応じて特定鳥獣保護管理計
画の作成や変更に努めることについて記述してお
ります。

　これ以上の山林や森林の開発は禁止して動物
達の生息できる環境を保護して頂きたい。

1
　本指針案において、鳥獣の生息環境の整備及び
保全を進めることが重要であることについて記述
しております。

　動物達が安心して山で暮らせるように、環境
づくりを進めるべき。

1
　本指針案において、鳥獣の生息環境の整備及び
保全を進めることが重要であることについて記述
しております。

　生息環境の整備及び保全については、「開発
等による生息地の孤立・分断の回避のため、土
地利用に関する配慮や見直しに努め、生態的回
廊の確保・再生を推進する」ことを記述頂きた
い。

1
　本指針案において、鳥獣との共存に配慮し、鳥
獣の良好な生息環境の整備及び保全に資する取組
を進めることについて記述しております。

　何故野生鳥獣がこれほど農林水産業被害をも
たらすようになったのか、根本原因である鳥獣
の生息環境を復元にもっと真剣に取り組むべ
き。

1

　本指針案において、被害の状況、鳥獣の生息状
況等の調査及び被害原因の究明への取組を推進す
ること、また、鳥獣の生息環境の整備及び保全を
進めることが重要であることについて記述してお
ります。

　国、都道府県及び市町村は、奥山環境の実態
把握とそれに基づくクマ等の鳥獣の生息地保全
対策を現行の森林政策に組み込むべきことを明
記すべき。

1

　本指針案において、鳥獣の生息状況等の調査や
多様で健全な森林の整備・保全、鳥獣保護区の適
切な管理など鳥獣の良好な生息環境の整備及び保
全に資する取組を進めることについて記述してお
ります。
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　本指針に鳥獣の生息環境整備及び保全につい
ての具体的な施策を盛り込むべきである。

1

　本指針案において、多様で健全な森林の整備・
保全、鳥獣保護区の適切な管理など鳥獣の良好な
生息環境の整備及び保全に資する取組を進めるこ
とについて記述しております。

　鳥獣の良好な生息環境の整備及び保全につい
て、「河川の良好な環境と生物生産の復元」に
ついて追記すべき。

1
　本指針案において、鳥獣との共存に配慮し、鳥
獣の良好な生息環境の整備及び保全に資する取組
を進めることについて記述しております。

意見の概要
件
数

意見に対する考え方・対応

　被害防止計画の策定の手続の透明性を確保す
るため、以下の事項を明記して頂きたい。
・被害防止計画の策定に当たり、当該地域の社
会的経済的要因や鳥獣の生態等に詳しい専門
家、地域住民、自然保護ＮＧＯ等の意見を聞く
こと。
・被害防止計画の策定にあたり、どの部署がど
のような経過を経て策定したか、議事録の公開
等、意志決定過程を明らかにすること。

3

　本指針案において、市町村は、必要に応じて専
門家等からの情報の提供や技術的な助言を受けつ
つ、被害防止計画を作成することについて記述し
ております。

　被害防止計画の策定にあたっては、
・被害防止対策協議会を設置し、地域ぐるみで
計画を検討すべきことを明記すべき。また、そ
の構成員には、地域住民と農林漁業者を加える
べき。
・研究者、研究機関、ＮＰＯ等の被害防止対策
の専門家の協力を得るものとすべき。
・国及び都道府県が積極的に専門家の派遣を行
うものとすべき。
・生物の多様性の確保の留意のために、学識経
験者、自然保護団体の参加を得ることとするこ
とを明記すべき。

1

　頂いた御意見を踏まえ、被害防止計画について
は、被害防止対策協議会等の関係者からの意見も
聴取し、作成することを明記いたします。
　なお、本指針案において、被害防止計画につい
ては、必要に応じて専門家等からの情報の提供や
技術的な助言を受けつつ、作成することについて
記述しております。

　地域主体の取組として推進するため、被害防
止計画の策定過程及び実施状況の報告について
情報公開することとすべき。

1

　頂いた御意見を踏まえ、被害防止計画について
は、被害防止対策協議会等の関係者からの意見も
聴取し、作成することを明記いたします。
　なお、本指針案において、被害防止対策協議会
の組織化を推進するなど、地域全体で被害防止対
策に取り組むための体制を整備することが重要で
あることについて記述しております。

　被害防止計画を立案するための策定の過程・
要件について明示すべき。

1
　被害防止計画の作成上の留意点等について、今
後、周知を図りたいと考えております。

　隣接市町村と連携しての被害防止計画を作成
する仕組みづくりを強化し、隣接市町村への被
害拡大防止対策を徹底することが必要。

1

　本指針案において、効果的な被害防止対策を実
施する観点から、必要に応じて、複数の市町村が
相互に連携して、被害防止計画を作成するよう努
めることについて記述しております。

２．基本指針（案）の個別事項に係る意見
（２）被害防止計画に関する事項に係る意見
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　被害防止計画を作成するにあたっては、被害
防止対策の専門家の協力を得るものとすべき。
また、国および都道府県は、専門家の派遣を積
極的に行うものとすべき。

1

　本指針案において、市町村は、必要に応じて専
門家等からの情報の提供や技術的な助言を受けつ
つ、被害防止計画を作成すること、また、市町村
が被害防止計画を作成するに当たっては、被害防
止対策に関する技術的助言等、必要な援助を行う
よう努めることについて記述しております。

　被害を受ける者の立場に立った被害防止対策
を実施できるようにする必要。

1

　本指針案においては、被害の状況を適確に把握
しうる市町村及び地域の農林漁業者が中心となっ
て被害対策に取り組む体制を構築することが必要
であることについて記述しております。

　都道府県は、市町村から被害防止計画の協議
があった場合、鳥獣保護の観点から、鳥獣保護
事業計画及び特定鳥獣保護管理計画と整合性を
有するかどうかに留意して当該協議を行うべき
ことを明記すべき。

1

　本指針案において、都道府県は、市町村から被
害防止計画の協議があった場合には、鳥獣保護事
業計画等との整合性に十分配慮しつつ、協議を行
うことについて記述しております。

　都道府県は、被害防止計画の協議内容を、鳥
獣保護に関係する審議会や特定計画検討会等に
対して報告をすることを本指針で定めるべきで
ある。

1
　被害防止計画の具体的な協議方法については、
各都道府県において適切に対応頂くべきものと考
えております。

　二の３の（４）の③許可権限委譲事項の「ツ
キノワグマ等都道府県によっては生息数が～」
とあるが、元々北海道にはツキノワグマは生息
していないので、「都府県」とすべきではない
か。

1
　地域によって著しく減少している鳥獣は、ツキ
ノワグマだけとは限らないため、原案どおりとさ
せて頂きます。

　自衛隊による比較的大規模な造成作業等を計
画する場合には　生態系に対する負担、生息地
攪乱に係わる影響評価を行い、生態系について
知見を持つ者による意見を聴取した上で、住民
による同意を得ることを計画実施の条件とする
こと。

1

　本指針案において、被害防止対策を講ずるに当
たって、健全な生態系の維持を通じた生物の多様
性の確保に留意すること等について記述しており
ます。

「捕獲許可は、原則として被害防除対策等に
よっても被害が防止できないと認められるとき
に行うものとする」ことを明記すべき。

4

　捕獲許可の基準については、鳥獣保護法に基づ
き、各都道府県知事が鳥獣保護事業計画において
定めることになっていることから、本指針案にお
いて記述する必要はないと考えます。
　なお、知事が鳥獣保護事業計画を作成するに当
たって、鳥獣保護法に基づき国が示した基本指針
においては、原則として防除対策によっても被害
等が防止できないと認められるときに行うものと
すると記述しております。

　対象鳥獣の捕獲計画については、以下の事項
を記載し、鳥獣保護事業計画との整合性を確保
するものとして頂きたい。
・捕獲数は狩猟による捕獲数を含めて計画を立
てること
・期間は猟期を除外し、原則として被害が生じ
ている時期のうち最も効果的に捕獲が実施でき
る期間とすること
・計画期間内で捕獲可能な数の上限を設けるこ
と
・わなの架設戸数は、１日に見回りできる個数
に限定し、誤って対象鳥獣以外の鳥獣が捕獲さ
れた場合は、速やかに放鳥獣すること
・性別、子供・大人の別、捕獲地点、捕獲状況
等について記録しておくこと。

3

　市町村が被害防止計画を作成するに当たって
は、その記載事項は本指針案によるほか、具体的
な記載内容については、被害の実情に精通してい
る市町村において判断されることになると考えま
す。
なお、本指針案においては、市町村が被害防止計
画を作成するに当たっては、鳥獣保護事業計画等
との整合性が保たれるよう、都道府県が実施する
鳥獣の保護管理対策の実施対策の実施状況につい
て、十分留意することについて記述しておりま
す。
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　都道府県知事は、許可権限委任に同意しない
場合として、特にクマやサルについて、当該地
域に鳥獣の広域的な保護の必要性や希少性があ
り個体数が著しく減少している種が生息してい
ること等を事前に明らかにしておくべき。

3

　都道府県知事は、捕獲許可権限委譲事項につい
て同意しない場合、都道府県によっては生息数が
著しく減少している鳥獣や、単独の市町村や都道
府県のみでは適切な保護が困難な鳥獣であって捕
獲等を進めることにより絶滅のおそれがある鳥獣
等に該当することを明らかにする必要があると考
えます。

　捕獲した鳥獣に起因する感染症等が発生しな
いように取り扱い上の注意や衛生上の対策、及
び万一発生した場合の連絡体制等を明記すべ
き。
　捕獲した個体の学術研究に利用する場合、鳥
獣の保護管理に資する研究に限定されているこ
とを明記すべき。商業利用や実験利用への流用
は認められないことを明記すべき。
　捕獲した個体を殺処分する場合は可能な限り
速やかに苦痛のない方法を取ることを明記すべ
き。

4
　本指針案において、捕獲に際しては、鳥獣保護
法等の関係法令を遵守すべきことについて記述し
ております。

　対象鳥獣の捕獲体制に１行目「捕獲機材の導
入、鳥獣被害実施隊における・・・の取組みに
ついて記載する。」に「その他捕獲の促進に関
する取組み」を加えて頂きたい。
（理由）捕獲の担い手育成等の対策よりも、緊
急的な取組（例えば、「捕獲に関する予算の拡
大」、「猟友会等狩猟者の捕獲環境の整備」
等）がより必要とされるため。

1

　本指針案において、捕獲機材の導入、捕獲の担
い手の確保、農林漁業者による狩猟免許の取得促
進等、対象鳥獣の捕獲体制の構築に関する取組に
ついて記載しており、被害防止計画を作成する市
町村の判断により、御意見に記載された狩猟者の
捕獲環境の整備等についても記述することは可能
です。

　被害防止計画について、
・記載事例を示してほしい。
・２種類の鳥獣を対象とすることができるの
か。
・計画の期間は５年程度とするべきではない
か。
・許可捕獲委任事項を記載した場合、「・・原
則として同意する」とあるが、「原則として」
を削除すべき。
・複数市町村が共同して被害防止計画を作成す
る場合、どの市町村が鳥獣被害対策実施隊を設
置するのか。

1

　被害防止計画の作成上の留意点等については、
今後、周知を図りたいと考えております。
　なお、市町村の判断により、被害防止計画の期
間や対象鳥獣の種類を設定することは可能である
と考えております。

　実情に合わない大規模な捕獲が実施される危
険性があるため、対象鳥獣の種類については、
専門家及び地域の代表者による委員会を設置
し、協議の上で選定するようにして頂きたい。

1
　頂いた御意見を踏まえ、被害防止計画につい
て、被害防止対策協議会等地域の関係者とも協議
の上、作成することを明記いたします。

　被害防止計画には、被害発生の認定及び被害
金額の算定方法について記載する旨明記すべ
き。

1
　被害防止計画の作成上の留意点等について、今
後、周知を図りたいと考えております。

　被害対策実施隊において保護管理上の専門的
知識・経験を有する者の役割について明記すべ
き。

1

　本指針案において、地域条件に応じた被害防止
対策を効果的に行うためには、被害防止対策に携
わる者が鳥獣の習性等について専門的な知識経験
を有していることが重要であることについて記述
しております。

　被害防止計画に定める対象鳥獣の捕獲計画の
作成に当たって、市町村に対して技術的指導を
行う者の役割について明記すべきである。

1

　本指針案において、市町村は、必要に応じて専
門家等からの情報の提供や技術的な助言を受けつ
つ、被害防止計画を作成することについて記述し
ております。
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　法第４条第７項の明文及び趣旨に合致させる
ため、次のとおり修文いただきたい。「ツキノ
ワグマ等都道府県によっては生息数が著しく減
少している鳥獣や、個体群が都道府県境を超え
て分布し、単独の市町村や都道府県のみでは適
切な保護が困難な鳥獣であって、捕獲等を進め
ることにより絶滅のおそれがある鳥獣など、鳥
獣の保護を図る上で著しい支障が生じるおそれ
がある場合等に該当するか否かを慎重に検討
し、それらに該当しないと認めたときはを除
き、原則として同意するものとする。」

2
　法第４条７項の趣旨に沿って、記述しているも
のと考えており、原案どおりとさせて頂きます。

　捕獲等をした対象鳥獣の処理方法は、原則的
に殺処分、廃棄、学術研究目的での譲渡及び使
用とし、販売目的の利用は対象鳥獣の保護に支
障を及ぼすおそれがないと認められる場合に限
られるものとする。

1

　本指針案において、都道府県によっては生息数
が著しく減少している鳥獣等については、その保
護が図られるよう十分配慮すること、また、捕獲
に際しては、鳥獣保護法等の関係法令を遵守すべ
きことについて記述しております。

　被害防止計画に定める事項の「被害の現状」
には「被害の発生する場所」も加えるべき。

1
　被害防止計画の作成上の留意点等について、今
後、周知を図りたいと考えております。

　被害防止計画に定める事項の「従来講じてき
た被害防止対策」には「捕獲を必要とする場合
の判断の根拠」を付け加えるべき。

1
　被害防止計画の作成上の留意点等について、今
後、周知を図りたいと考えております。

　被害防止計画に記載する捕獲計画数について
は、科学的根拠に基づいたその設定の考え方に
ついて具体的に記載させるべき。

1
　被害防止計画の作成上の留意点等について、今
後、周知を図りたいと考えております。

　市町村計画においてはもちろんのこと、計画
がない場合でも、捕獲数の速やかで正確な報告
をぜひとも奨励して頂きたい。

3
　市町村から都道府県への捕獲数の報告を奨励し
てまいりたいと考えております。

　国は、被害者への支援を行う一方で、被害を
受けていない農林水産業者以外へワイルドライ
フマネージメントや外来生物駆除を啓発するこ
とを基本指針に盛り込むべきである。

1

　本指針案において、農業者のみならず、国民全
体に、捕獲による個体数管理の重要性について情
報提供を行うなど、人と鳥獣の適切な関係を深め
るための取組を推進することについて記述してお
ります。

　国が鳥獣被害や対策の現状等について、市町
村から報告を受ける場合は、簡潔を旨とし事務
負担が過大なものとならないよう留意願いた
い。

1
　市町村の事務負担が過大なものとならないよう
留意したいと考えております。

　市町村が被害防止計画の実施状況を報告する
場合、特定計画に反映させることになっている
捕獲個体の情報を報告するようにし、その情報
の項目についても明示すべき。

1
　被害防止計画の実施状況を報告する場合の留意
点等について、今後、周知を図りたいと考えてお
ります。
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意見の概要
件
数

意見に対する考え方・対応

　都会の人にもっと田舎に来てもらい、もっと
も望ましい自然のあり方について都市と農山漁
村の人が一緒に考え行動していくことが必要。

1

　御意見のとおり、被害防止の施策と相まって、
都市と農山漁村との交流等を進めていくことが必
要と考えており、本指針案においても農山漁村の
活性化を図ることについて記述しております。

　安易に銃を取得できるような、狩猟免許等に
係る手続的な負担の軽減・手続の迅速化などは
絶対に止めていただきたい。

1

　狩猟免許等に係る手続的な負担の軽減について
は、狩猟免許等に係る手続の迅速化、狩猟免許試
験の休日開催や複数開催等の取組を想定してお
り、安易に銃を取得できるような措置は想定して
おりません。

　農林水産業推進策、とりわけ地産地消促進策
が十分な効果を上げていないことも鳥獣被害問
題の要因のひとつであることについて記述すべ
き。

1

　被害防止施策の推進と相まって、農林漁業の振
興の振興等を図ることが重要と考えており、本指
針案において、このことについて記述しておりま
す。

　牛などの放牧を行う場合は、水系汚染、生息
地攪乱などが起らないことを条件とすべき。

1

　本指針案において、被害防止対策を講ずるに当
たって、健全な生態系の維持を通じた生物の多様
性の確保に留意すること等について記述しており
ます。

　鳥獣の保護管理については、常に情報公開を
行い、広く関心をもつ人々の参加と協力を促し
ていくべき。また、鳥獣被害対策においては、
安易に駆除に頼ることなく、常に総合的な観点
で被害防除対策を中心に取り組むべきであるこ
とを、本指針に明記していただきたい

4

　本指針案において、被害防止対策の実施に当
たっては、国民全体に被害防止技術、鳥獣の生息
環境管理等に関する正しい知識の普及や被害の現
状及び原因についての理解の浸透を図ることが重
要であること、また、被害防止のための施策を総
合的かつ効果的に推進していくことを記述してお
ります。

　生物多様性の確保の観点から、加害鳥獣以外
の野生動物に対する影響、例えば、錯誤捕獲、
生息地域の単様化、防護柵の設置による個体群
の分断等にも考慮した内容についても盛り込む
必要があるのではないか。

1

　本指針案において、被害防止対策を講ずるに当
たって、健全な生態系の維持を通じた生物の多様
性の確保に留意すること等について記述しており
ます。

意見の概要
件
数

意見に対する考え方・対応

今回のパブリックコメントの対象外 10
　頂いた御意見は今後の施策の参考とさせて頂き
ます。

２．基本指針（案）の個別事項に係る意見
（３）その他被害防止施策を総合的かつ効果的に実施するために必要な事項に係る意見

３．基本指針（案）以外の事項に係る意見
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